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◆ 法人
（１）交付申請書
（２）法人税の確定申告書（別表一）控えの写し

※基準月を含む事業年度分のもの
※収受日付印が押されていること。
※e-taxの場合は受付日時が印字されているか、ない場合は受信通知の控えが必要

（３）法人税の確定申告書（法人税事業概況説明書）控えの写し（両面）
（４）諸帳簿類

※売上減少となった月（令和３年１月～５月のいずれかひと月）の売上高がわかるもの
の写し

※売上台帳、帳面等
（５）誓約書
（６）公的身分証明書
（７）通帳写し（法人名義）

【申請方法】
※感染症拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力ください。
（１）郵送で提出する場合
申請書類一式を次の宛先に郵送してください。

送付先
〒０３９－４６０１
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道２０－４

大間町役場 産業振興課

※簡易書留など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
※切手を貼付、裏面には差出人の住所・氏名を必ずご記入ください。
※令和３年９月30日(木)消印有効

（２）窓口へ提出する場合
役場に電話をし受付日時の予約をしてください。（必須）☎３７－２５３７（直通）
指定予約日に役場産業振興課に提出してください。

※申請書と手引きは産業振興課窓口で配布します。また、大間町役場ホームページからもダウ
ンロード出来ますのでご利用ください。
大間町役場ホームページＵＲＬ：https://www.town.ooma.lg.jp/

【申請期間】
令和３年７月20日(火)～令和３年９月30日(木)消印有効
※期間を過ぎてからの申請は一切受け付けませんので、必ず期間内に申請をお願いします。

⬘ 産業振興課 ☎３７－２５３７（直通）
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【臨時給付金の内容】
◆１商工事業者へ10万円

【対象となる事業者】
以下のすべての要件に該当すること
◆町内に住所及び事業所（本店）を有する商工事業者。ただし、町外に住所を有していても、町
内に事業所（本店）を所有し、営業していて、そのことを証明できる場合は対象とする。（法
人・個人事業者）

◆令和３年１月から５月までのいずれかの月（減収月）の売上収入が前年又は前々年（いずれか
の年を選択する。以下「基準年」）の同月（以下「基準月」）と比較し20％以上減少している商
工事業者（創業１年に満たない事業者等は、減収月の前後３カ月平均と比較し20％以上減少
していること）

◆事業継続する意欲があること。
◆令和３年１月１日以前から営業していること。
◆申請者、申告書の名義、口座名義は同一とする。

※商工事業者とは、自己の名前をもって商行為をすることを業とする者。店舗その他これに類
似する設備によって物品を販売することを業とする者。

【申請に必要な書類等】
◆ 個人
（１）交付申請書
（２）確定申告書の写し（令和元年分もしくは令和２年分確定申告書の写し）

※令和２年を基準年とした場合は令和２年分
※令和元年を基準年とした場合は令和元年分と令和２年分の両方
※収受日付印が押されていること。
※e-taxの場合は受付日時が印字されているか、ない場合は受信通知の控えが必要

（３）諸帳簿類
◆ 青色申告者の場合
所得税青色申告決算書の控えの写し（１、２ページ目）
※令和２年を基準とした場合は令和２年分
※令和元年を基準とした場合は令和元年分と令和２年分の両方
※提出ができない場合、月次の事業収入が確認できない場合は、白色申告者の例により
ます。

◆ 白色申告者の場合
※基準年の１月から12月までの期間に係る各月の月間事業収入の分かるものの写し
※売上台帳、帳面等 ※提出できない場合は、確定申告書から基準年の月平均の事業収
入を算出することとなります。

◆売上減少となった月（令和３年１月～５月のいずれかひと月）の売上高がわかるもの
の写し※売上台帳、帳面等

（４）誓約書
（５）公的身分証明書
（６）通帳写し（申請者と同一名義）
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★まちのできごと★


青森県東部地区郵便局長会下北北部会から

公益事業推進活動として、非接触型検温付アル
コールディスペンサー２台、自動手指消毒器ス
タンド付７台を寄贈いただきました。
今後、健康管理事業の会場や庁舎内会議室前

に設置し、新型コロナウイルス感染症対策に活
用させて頂きます。

有限会社はとぽっぽより、学校や公共施設に
おける新型コロナウイルス感染症対策等とし
て、アルコール除菌ハンドジェル240本が寄贈
されました。
心より感謝申し上げますとともに、小中学校

や各公共施設において活用させていただきます。

大間町商工会青年部（舘脇部長）より、昨年に引き続き町内小中学校の全児童生徒に手持ち花火
の寄贈があり、舘脇部長に代わって米澤商工会長から町長へ手渡されました。
「青年部では、今年も新型コロナウイルス感染症対策のため、大間町の一大イベントである大間

町ブルーマリンフェスティバルが中止となり、子供たちが楽しみにしていた花火大会も中止となっ
たことから、新型コロナウイルス感染症による閉塞感を少しでも払拭し、お盆の時期にご先祖様を
迎えるために花火をする風習を今の子供たちへ伝えて行きたい。そして、このコロナ過の中で、無
病息災の願いを込めて寄贈しました。」と話していました。

第一生命下北営業オフィス大湊支所が行う社
会貢献活動として、タオル75本が寄贈され、関
支所長より町長に手渡されました。
この活動は、家庭で使われていないタオルを

集め、必要としている介護施設や保育園等に贈
呈されているものです。町内老人福祉施設に配
布させていただきました。

皆さまのご厚意に感謝申し上げます ｡
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★まちのできごと★

大間保育園
令和３年７月３日(土)

大間幼稚園
令和３年６月26日(土)

うみの子保育園
令和３年７月17日(土)
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大間町出身の平山恵奈さんが弘前大学教育学部美術教育講座の卒業制作展にあたり、日本画「エ

ナジー＆パワー」（縦182センチ・横278センチ）の大作を制作したところ、陸奥新報に掲載されるな
ど大きな反響がありました。平山さんは、上京し都内のＫ.Ｋユ
ニットというテレビ番組制作会社のＹｏｕＴｕｂｅ制作班専属
部門に就職しましたが、出身地である大間町で「何かしらの役
に立てれば」という思いから、町ではこの作品を８月31日まで
庁舎内町民ホールにおいて、広く町民の皆さんにご紹介するこ
とといたしましたので、何かの機会に是非お立ち寄り頂きご覧
頂きたいと存じます。平山さんの今後のご活躍に期待したいと
思います。


大間埼灯台が1921（大正10）年11月１日の初点から今年で点灯100周年を迎えるため、航路標識の

歴史と大間埼灯台100周年の歩み等をまとめたパネルのほか、本年、測量から海図作成までを一貫し
て行う近代水路業務開始から150周年を迎える「海図150周年」を紹介するパネルを以下の会場で展
示をしております。
（１）日時 令和３年６月23日(水)から令和３年11月上旬まで
（２）場所 ①大間町役場（１階ホール）

②北通り総合文化センター「ウイング」（１階原子力郷土資料展示コーナ）
③津軽海峡フェリー大間フェリーターミナル（２階待合室）
④青森港湾合同庁舎（３階廊下、青森海上保安部）

⬘ 青森県海上保安部交通課 ☎０１７－７３４－２４２２


「あおもりのこども達に美味しく楽しい『食』を届けたい！in大間町」

去る、７月３日(土)に役場駐車場にて実施され、事前予約した約70世帯の子
育て世代の方に無料配布されました。十和田こども食堂実行委員会では、県内
各地で子ども達に食の楽しさを届ける活動を実施しています。今回は、当町で
ピザを配布する事業を実施するため子育て世代として、小・中学校・幼稚園・
保育園にご協力いただきましたが、予想以上の反響があったようです。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

★まちのできごと★
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町内あらゆる箇所で野犬が確認されています。町では、捕獲するために青森県愛護センターに協
力をいただきながら、これまで看板の設置や巡回する等、いろいろな対策を講じてきました。しか
し、町内各所でエサを与える方がいることで、野犬にとって住みやすい環境を与えていることが問
題となり、野犬の増加に繋がっています。
皆様が安心して過ごすことができる町内であるために、野犬の捕獲にご理解をお願いします。な

お、野犬は捕獲されたあと、愛護センターにより新しい飼い主へ譲渡されています。

県教育委員会では、グローバル化等による社会の急速な変化や、今後見込まれる大幅な中学校卒
業者数の減少等に対応するため、平成30年度から令和４年度までの具体的な学校規模・配置等を示
す青森県立高等学校教育改革推進計画第１期実施計画を平成29年７月に決定しました。

大間高校については、学校規模の標準（１学年当たり４学級以上）を満たしていないものの、募集
停止等を行った場合、通学が困難な地域が新たに生じることから、“地域校”として配置しました。

ただし、大間高校の学校規模については、以下のとおり対応することとしています。

入学者数が40人以下の状態が２年間継続した場合、原則として１学級規模とする。

なお、今年度の大間高校の入学者数は【41人】となっています。

今後とも、県立高校教育改革に関する情報提供を行いながら、第１期実施計画を推進してまいり
ますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

⬘ 青森県教育庁高等学校教育改革推進室
〒030-8540 青森市長島1-1-1 ☎０１７－７３４－９８６６



責任のない「エサやり」をしない

エサを与えることで野犬が集まり、繁殖して野犬の増加を助長することになります。ま
た、「自分はかわいそうだからエサをやっている」という方は責任のない行動となります。
エサを与えることでその方の飼養犬と判断されるため、放し飼いしている状態となり罰則の
対象となります。

動物の遺棄は絶対しない

一部の無責任な飼い主により遺
棄（捨てた）された飼養犬が野犬と
なっています。飼い主は責任を
持って終生飼育してください。

野犬と遭遇したら近寄らない

町内各所に出没しているため、遭遇した場合は近
寄らないでください。
また、お子様がいる家庭においては、通学や外遊

びの際、野犬には注意するようにお話しください。

◎野犬を発見したら、下記担当まで連絡をお願いします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）
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No . 399



 

～児童生徒をみんなで見守りましょう～
８月２６日(木) 午前７：１０～７：４０
＜大間地区＞・大間小学校前交差点・町営住宅前交差点・大間保育園前交差点
＜奥戸地区＞・奥戸小学校前

大間町学力向上研究会の「家庭地域啓発部会」では、今年度も学習意欲
向上と家庭学習の習慣化に向けて、取組を進めています。
６月に管内の小中学校が連携し、家庭学習強化週間を設定、実施しま
した。また、各校の実施状況を話し合う会議も行われました。会議に参
加した先生方からは、次のようなことが話題として挙げられました。
成果として、
○家庭での学習時間は小中学校とも目標時間まで到達している。
○保護者は、子どもの宿題に対してのコメントを書いたり、確認の印をつけたりするなど、宿題をみてくれる
家庭が増えている。
○「がんばりカード」の記入をきっかけに、子どもや親が学びの成果を感じることができている。
一方、課題として
●取組時間は、県の平均時間を超えているが、学力面ではまだ目標に到達していない。家庭学習の時間を見取
るだけではなく、取組内容について見直す必要を感じている。
以上４点の内容が挙げられました。11月に実施される家庭学習強化週間に向け、家庭学習がより充実した
ものとするために再度「家庭学習のてびき｣や｢がんばりカード」を見直しながら進めていきたいと思います。

□ 家庭学習の取り組みの様子（奥戸小学校）□

家庭習よ充せるめ
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おはようございます。こんにちは。こんばんは。病院だよりを読んでいただきありがとうございます｡

大間病院の木村と申します。
今回は、人間のいろいろな臓器のお話をしたいと思います。なるべくわかりやすく説明させていただ

きますので、最後まで読んでいただけると嬉しいです。
①心臓：心臓は全身に血液を送るポンプです。全身に血液が行き渡らないと、さまざまな臓器の働き
が弱ってしまいます。また心臓の働きが弱くなるとむくんできたり、息苦しくなったりする場合も
あります。
②肺：酸素を取り込み、二酸化炭素を外に出す呼吸を行う臓器です。
③脳：目や耳から入った感覚を処理したり、また手や足を動かしたり喋ったり、歩いたり呼吸したりす
る命令を出す臓器です。他にも様々な働きはありますが書ききれないです。よく知られている脳梗
塞や脳出血では、脳の働きが落ちるため手足が不自由になったり、喋りづらくなったりします。
④胃、小腸、大腸：ご存知の通り、食べたものを吸収する臓器です。栄養や水分を吸収します。
⑤肝臓：栄養素を分解処理したり、アルコールを分解したりします。血糖値を調整する働きもありま
す。また消化を助ける胆汁を作ります。
⑥膵臓：消化を助けるものを作ったり、血糖値を調整します。
⑦腎臓：左右に１つずつ、２つあります。尿をつくり、老廃物を外に排出します。

この他にもたくさん臓器があります。甲状腺、食道、胆のう、脾臓、膀胱、子宮、副腎などなど。また
皮膚や筋肉、骨も臓器になります。まだまだ臓器はたくさんあります。
これらの臓器は１つ１つ独立して働いているのではなく、協力しあって、お互い影響を及ぼしながら

働いています。１つの働きが落ちるとほかの臓器が頑張ったり、逆に負担がかかることがあります。大
間病院では幅広く診療しておりますので、些細なことでもご相談いただけると嬉しいです。読んでいた
だきありがとうございました。

No .２８２
今月の担当医

内科医長 木村 凌矢病院だより


細菌による食中毒は一般に気温が高い季節に多発します。
「食中毒予防の３原則」を徹底して、暑い夏を乗り切りましょう。

食中毒予防の３原則
□ 菌をつけない（しっかり手洗い）
□ 増やさない（生鮮食品はすぐ冷蔵庫へ）
□ やっつける（食材の中心までよく加熱）

お肉を召し上がる方へ
カンピロバクター食中毒は、原因食品として、加熱不足の鶏肉が問題となっています。
腸管出血性大腸菌による食中毒は、牛肉をはじめ様々な食品を食べることで発生します。
食中毒防止対策ができているか、以下のチェック項目をご確認ください。
チェック項目
□ 食肉を十分に加熱調理（中心温度75℃以上の加熱）していますか？
□ 食肉、魚、野菜を取り扱う時は、調理器具や容器を使い分けていますか？
□ 食肉を取り扱った後はしっかり手洗いしていますか？
□ 食肉に触れた調理器具等は使用後洗浄・消毒をしていますか？
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第２９６号 保健だより 健康づくり推進課
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９月１日は防災の日です。被災した時を想定して、缶詰や家にある食材を使った料理を、地域で

食に関するボランティア活動をしている食生活改善推進員と一緒に作ってみましょう！

い つ ９月１日(水) 10：00～13：00
ど こ で 総合開発センター
定員・参加費 ６名（申込順）・無料
持 ち 物 エプロン・三角巾・マスク
申 込 締 切 ８月18日(水)までに申込みください
⬘ 大間町食生活改善推進協議会事務局（役場健康づくり推進課内） ☎３１－０３５０
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～ 現況届・所得状況届の提出をお忘れなく‼ ～

児童扶養手当を受給されている方及び特別児童扶養手当を受給されている方に対して毎年８月１日現在の
状況を提出し、手当受給資格の有無を調査することとなっています。
受給者の方々には７月下旬～８月上旬に郵送で通知しますので、提出書類を確認し提出ください。
なお、提出がない場合は、11月分以降の手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。

各制度のご案内
児童扶養手当
父母の離婚・死別等で、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活
の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉を増進することを目的として、支給される手当てです。
【手当の支払方法】
手当は、１月、３月、５月、７月、９月、11月の年６回、支払月の前月までの分が支給されます。

【手当額と所得制限】※令和３年４月から
子どもが１人の場合 全部支給：月額 43,160円

一部支給：月額 43,150円～10,180円（所得に応じて決定されます）
子ども２人目の加算額 全部支給：月額 10,190円

一部支給：月額 10,180円～ 5,100円（所得に応じて決定されます）
子ども３人目以降の加算額 全部支給：月額 6,110円
（１人につき） 一部支給：月額 6,100円～ 3,060円（所得に応じて決定されます）

【所得制限限度額表】

☆児童扶養手当受給者☆
①現況届
②養育費等に関する申告書
③現況届案内文書
④児童扶養手当証書（水色）
⑤同居している方の住民票謄本
（世帯分離していても同居していれば必要）
※提出期限は８月31日(火)です

☆特別児童扶養手当受給者☆
①所得状況届
②所得状況届案内文書
③身体障害者手帳又は愛護手帳
④特別児童扶養手当証書（黄色）
※提出期限は９月10日(金)です

扶養親族等の数
本人（請求者）

配偶者・扶養義務者
所得制限限度額全部支給の

所得制限限度額
一部支給の

所得税制限限度額

０人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円

１人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円

２人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円

３人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円

４人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

５人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

加 算
老人控除対象配偶者・老人扶養親族
１人につき10万円
特定扶養親族・16歳～19歳未満の扶養親族
１人につき15万円

老人扶養親族
１人につき６万円
(当該老人扶養親族のほかに扶養親
族等がいない場合は１人を除く)



※扶養親族等が６人を超える場合は、１人につき38万円を限度額に加算
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特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の生活の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的として、
支給される手当です。
日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父又は母、もしくは父
母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を支給事由とする公的年金を受け取ることが
できるときは支給されません。
【手当の支払方法】
手当は４月、８月、11月の年３回、支払月前月までの分が支給されます。（11月支払い時には11月分を含む）
【手当額と所得制限】※令和３年４月から
・重度障害児の場合（１級） １人につき 月額52,500円
・中度障害児の場合（２級） １人につき 月額34,970円
【所得制限限度額表】

扶養親族の数 本人（請求者） 配偶者及び扶養義務者
０人 4,596,000円 6,287,000円
１人 4,976,000円 6,536,000円
２人 5,356,000円 6,749,000円
３人 5,736,000円 6,962,000円
４人 6,116,000円 7,175,000円
５人 6,496,000円 7,388,000円

加 算
老人控除対象配偶者・老人扶養親族
１人につき10万円
特定扶養親族・16歳～19歳未満の扶養親族
１人につき25万円

老人扶養親族
１人につき６万円
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等が
いない場合は１人を除く)

⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

実施期間 令和３年８月１日(日)から10日(火)まで

夏休み期間中児童・生徒の各種事故防止のため消防車両による巡回を実施いたします。
花火やお盆行事等で火気を使用する機会が多くなり、火災の急増が懸念されますので十分注意してく
ださい。
☆夏季火災特別警戒ポイント☆
１ 火気を使用するときは、その場を離れない
２ 子供には、マッチやライター等で遊ばせない
３ 外出する時は、ローソクの火は必ず消しましょう
４ 花火は水バケツを用意し、子供だけで遊ばせない
５ 家のまわりに、燃えやすいものを置かない
６ 海岸で遊ぶときは、一人で遊ばない

また、期間中旧奥戸中学校グランドを使用し下北消防と青森県防災航空隊合
同の山岳遭難救助訓練を実施します。
当日、旧奥戸中学校グランド上空を防災ヘリが飛行し、付近では消防車両が往
来し近隣住民の皆様にはご迷惑をおかけすると思いますがご理解、ご協力をお
願いいたします。

・日 時 令和３年８月６日(金) 午前10時から
住宅用火災警報器を設置していないご家庭は早めの設置をお願いします。
設置されているご家庭は、電池寿命が約10年となっていますので点検をお願いします。
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大間町には、「大間原子力発電所」及び、青森県内の原子力関連施設の立地に伴い青森県核燃料物

質等取扱税交付金が交付されています。
青森県核燃料物質等取扱税交付金は、原子力発電施設又は原子力発電密接関連施設の立地及び周

辺市町村における地域の振興と災害からの地域住民の安全確保等を図るため、発電用施設の立地ま
たは周辺地域で行われる公共用施設整備や住民の福祉、地域の活性化、防災・安全対策の措置のた
めの事業に対して交付されています。
令和２年度においては、次の事業に活用されました。
№ 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額

1 大間病院維持運営事業 大間病院看護師人件費（30名分） 111,724,800 14,440,000

2 大間町生活環境維持・保全事業 下北広域行政事務組合負担金（ごみ処
理に係る分） 109,197,000 82,000,000

3 一般廃棄物収集運搬等業務委託事業 大間町クリーンセンター運営委託料 36,300,000 31,000,000

4 うみの子保育園運営委託事業 うみの子保育園指定管理料 56,757,610 46,000,000

5 大間町繁殖育成センター管理業務
委託事業 大間町繁殖育成センター管理委託料 14,008,079 13,000,000

6 消防活動提供事業 大間消防署職員人件費（29名分） 157,954,279 20,000,000

7 大間町放課後子ども教室委託事業 大間町放課後子ども教室委託料 6,079,000 3,000,000

8 大間町公共用施設維持運営基金事
業造成事業 公共用施設維持運営のための基金造成 20,000,000 20,000,000

【大間町繁殖育成センター管理業務委託事業】 【大間町放課後子ども教室】【消防活動提供事業】

【うみの子保育園運営委託事業】【大間病院維持運営事業】 【一般廃棄物収集運搬等業務委託事業】
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大間町には、「大間原子力発電所」及び、青森県内の原子力関連施設の立地に伴い電源立地地域対

策交付金が交付されています。
電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るため、発電用施設の立地

または周辺地域で行われる公共用施設整備や住民の福祉、利便性向上のための事業に対して交付さ
れています。
令和２年度においては、次の事業に活用され、交付金の一部について公共用施設の維持運営のた

めの基金を造成しました。また、基金の一部を取り崩し事業に活用されました。

【交付金を充当した事業】
№ 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額

1 種苗生産事業
種苗育成事業費（光熱水費、燃料費、修繕料、飼
料費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び
賃借料、原材料費）

26,276,595 20,000,000

2 小中学校維持運営事業 大間小学校他３施設維持運営費（臨時用務員人
件費４名分、光熱水費、燃料費、委託料） 31,116,924 27,000,000

3 大間幼稚園維持運営事業 大間幼稚園維持運営費（教諭人件費５名分、光
熱水費、燃料費、委託料） 26,122,063 16,170,000

4 大間病院運営事業 大間病院運営事業（看護師23名分、准看護師7名
分）の人件費 93,104,000 83,069,000

5 大間町公共用施設維持運
営基金造成事業 町内公共用施設維持運営のための基金造成事業 16,830,000 16,830,000

【大間町公共用施設維持運営基金を充当した事業】
№ 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 基金充当額

1 消防活動提供事業 消防活動提供事業費（大間消防署職員29名分）
の人件費 157,954,279 126,451,338

【大間病院運営事業】 【消防活動提供事業】

【大間幼稚園維持運営事業】【種苗生産事業】 【小中学校維持運営事業】
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るる
ふるさと応援寄附金は全額ふるさと応援基金に積み立て、基金から町の事業に活用されます。

応援メッセージ紹介
■大間のマグロは世界一！ ■子供たちの未来のために頑張って下さい。
■新型コロナウイルスで大変な時期ではありますが、何とか耐え忍んで、また美味しい食材を全国
に届けて下さい。応援しています。

■旅行で行ってとても好きになりました。また遊びに行きます。
■誰もが認める世界で一番優れたマグロを生み出し、そのマグロを支え育む大間町の皆さん、あな
たたちは日本の誇りです。ありがとうございます。これからも応援しています。

初妊牛購入事業 400万円
（総事業費 545万７千円）

大間牛の生産向上に向け、初妊牛を３頭
購入しました。

大間中学校備品購入事業 150万円
（総事業費 429万円）

奥戸中学校との統合に伴い更なる教育
環境の充実を図るため、机・椅子170セッ
ト、教卓８台を購入しました。

提灯設置事業 140万円
(商工会事業補助金 1,514万４千円）

新型コロナウイルス感染症の影響から祭典等が
中止となった町を活気づけるべく、浜町商店街に
提灯を設置し大間の短い夏を彩りました。

観光ＰＲ事業 82万５千円
（観光協会事業補助金 437万7千円）

観光モデルコースを制作しYouTubeで発信した
他、ホームページ「大間わいどアップ」をより見
やすく改善し、観光ＰＲを行いました。

｢大間町ふるさと応援寄附金｣
ありがとうございました‼

令和２年度は
このような事業に
活用されました

令和２年度の寄附総額

81,760,000円
寄附件数

2,210件
※令和元年度の寄附金 12,829,500円
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■夢やアイデアの実現に向けてチャレンジしたい方
町内に拠点を置く、個人・団体等の皆様が、「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」に企画を掲載して
支援を呼びかけることで、企画に対する資金調達を行うことができます。
■支援したい方
株式会社CAMPFIREに利用者登録をすることで、ウェブページに掲載されているお気に入りの企画
を支援することができます。
■企画の流れ
①関係書類を役場、企画経営課へ提出します。（関係書類：町ホームページからダウンロードできます）
②役場担当者と一緒にプロジェクトを練り上げます。
③「CAMPFIRE」のウェブページにプロジェクトを掲載します。
④プロジェクトを閲覧した方々から支援の申込みがあります。

その他
■CAMPFIREは、「購入型」と呼ばれるクラウドファンディングで、支援に対してのリターン品（お礼
の品）をお送りします。企画にあったお礼の品を準備し、責任をもって支援者へお送りすることに
なります。
■資金調達方式が２種類から選べます。詳しくは、むつ市または大間町のホームページをご覧ください。
■起案者向けガイドや申込書などの関係書類は、企画経営課で配布します。
不明なところ等がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

せせ
放送大学では、2021年10月の入学生を募集しています。
放送大学は、ＢＳ放送やインターネットで授業を行う通信制の大学です。「働きながら学んで大学を卒

業したい」「時間に余裕ができたので学びを楽しみたい」「資格取得を目指したい」など、様々な目的で、
様々な年代や職業の方が学んでいます。
詳しい資料を無料でお送りしますので、お気軽にお問い合わせください。
〇放送大学の特徴と魅力
・放送大学は、正規の通信制大学です。（大学卒業の資格を取得）
・学ぶ意欲が入学資格。学力試験はありません。
・半年の在学もＯＫ。１科目から学べます。（約300科目を開講）
・負担の少ない授業料が魅力です。（１科目／２単位：11,000円）
・様々な年代や職業の方が学んでいます。（県内約750名）
・学習センターやサテライトスペースが、様々な相談に対応します。

〇出願期間
2021年６月10日(木)～９月14日(火) インターネット出願も受け付けています。

⬘ 放送大学青森学習センター ☎０１７２－３８－０５００
八戸サテライトスペース ☎０１７８－７０－１６６３
放送大学ホームページ https://www.ouj.ac.jp


訓練内容 パソコンの取扱い、Word、Excel、経理業務、財務諸表に関する知識・技能の習得
募集人員 15名
募集期間 令和３年７月19日(月)～８月20日(金)まで
訓練期間 令和３年９月７日(火)～令和３年12月６日(月)
受講資格 公共職業安定に求職申込を行っている方。

離職者等で職業に必要な技能及び知識を習得しようとする方。
応募手続 受講申込書に必要な事項を記入し、最寄りの公共職業安定所に提出してください。
訓練場所 青森アカウンティングスクール（むつ市金谷）
受 講 料 無料（ただし、テキスト代等は自己負担 テキスト代、災害保険加入費、資格試験検定料 合

計35,000円程度）
※当該訓練は、訓練希望者の応募状況等により実施されないこともありますので、あらかじめご了承く
ださい。
⬘ 青森県立むつ高等技術専門校 担当 幸山・浜田 ☎２４－１２３４
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個々の労働者と事業者との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談時の検温の実施、連絡先の確認、マスクの着用、手指
のアルコール消毒等の対応をお願いいたします。
【日時及び開催場所】

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【対 応 者】青森県労働委員会委員

（青森県労働委員会とは…青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、
公益委員（弁護士等）、労働者委員（労働組合役員等）、使用者委員（会社経営者等）で構
成されており、中立・公正な立場で労働問題を解決する。）

【費 用】無料
【利用方法】随時受付（事前予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX０１７－７３４－８３１１
URL（http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html）

開催日 時 間 場 所

８月 ３日（火） １３時３０分～１５時３０分 青森県労働委員会
（東奥日報新町ビル４階）


ハローワークむつでは、お仕事を探している方を対象に出張相談会を実施しています。
お近くにお住まいの方はお気軽にご利用ください。
【開催日時】令和３年８月19日(木) 11：00～13：00

※新型コロナウイルスの感染拡大状況、天候や道路状況等により実施時間が変更や中止と
なる場合もありますので、ご了承ください。

【開催場所】総合開発センター農林漁業研修室
【相談内容】 ・新規求職申込み・就職に関する相談・職業訓練の情報など雇用情報の提供

・求人情報の提供・紹介状の発行（後日ハローワークからの郵送となります）
※ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。
※発熱や咳などの風邪症状のある方は、電話による相談も行っておりますのでそちらをご利用ください。
※雇用保険を受給中の方は、求職活動実績となりますので受給資格証をお持ちください。
※雇用保険にかかる諸手続きは取り扱っておりませんのでご了承ください。
⬘ ハローワークむつ（むつ公共職業安定所）☎２２－１３３１

るる
相談支援事業とは、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相
談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援
助を行います。
■日 時：令和３年８月18日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 小会議室１
むつ市障がい者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでもお気
軽にご相談ください。なお、お出でいただく時は、事前に下記へご連絡くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）
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せせ
１．今月の納期について
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。

・町県民税（第２期） ・国民健康保険税（第２期）

※ 納期を過ぎますと納付が遅れるごとに延滞金が加算される場合があります。延滞金の割合は納期内
納付をされた方との公平性を保つために法により定められています。

⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

令和３年８月３１日（火）

家家
◎家屋の課税
基準日である１月１日時点で存在する家屋に対して課税されます。１月１日から固定資産税が賦課さ
れる５月までの間に家屋を取り壊したとしても、取り壊した年度は課税されることとなります。
◎新築住宅に対する税の減額措置
住宅を新築後３年度は、床面積の120㎡分まで固定資産税額の２分の１が減額されます。４年度以降は
通常の固定資産税額に戻ります。
例えば、木造２階建てで床面積100㎡の新築の居宅（評価額及び課税標準額800万円）を取得した場合の
税額は次のとおりです。

また、認定長期優良住宅に認定されている場合は、減額の期間が５年度となります。
◎よくあるＱ＆Ａ
Ｑ：取り壊しした家屋が課税されているのはなぜですか。
Ａ：次の理由が考えられます。
①取り壊しが１月１日以降であった。
②滅失登記を行っていない、又は未登記家屋である。
滅失登記を行っていない場合や未登記家屋である場合、法務局からの情報が役場へ届かないこと
から、取り壊しに気づかず課税されていることがあります。登記が遅れる場合や未登記の場合は、
取り壊しがわかる書類等を持参し、役場税務課へ報告をお願いいたします。

Ｑ：小さな小屋を建てましたが課税されますか。
Ａ：大きさに関係なく課税対象となりますので、必ず税務課へご連絡ください。

Ｑ：家屋を新築しましたが報告は必要ですか。
Ａ：役所では新築家屋に係る税金の計算のために、家屋調査を行っております。新増築を確認できた
場合、役場から家屋調査のお願いの文書を送りますが、自ら新築の報告をしていただければ、引っ
越し前に調査を行うことが可能です。家の中を調査することとなりますので、できるだけ引っ越
し前の調査にご協力をお願いいたします。

⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

固定資産税の税額
（課税標準額） (税率） （税額）
8,000,000 × 1.4％ 112,000円 × ２分の１
＝112,000円 ＝56,000円
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 せ  せ
診療は予約制となっています。予約なしの診療は当日お受けできない場合があります。事前に電話で
予約のうえ、ご来院ください。また、受診の際は月に一度保険証とお薬手帳を確認しますので、ご持参く
ださい。
なお、今後も新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、予防対策（マスクの着用、手指消毒など）
にご協力ください。診療時間等については以下のとおりとなります。
【診 療 日】月曜日～金曜日
【休 診 日】土曜日・日曜日・祝祭日 第１・第３金曜日の午後（へき地診療のため）
【受付時間】月・水・金曜日 午前８時30分～11時30分 午後１時～４時30分

火 曜 日 午前８時30分～12時30分 午後４時～６時30分
木 曜 日 午前８時30分～11時30分 午後２時～５時30分

【そ の 他】都合により、診療時間の変更及び休診となる場合がありますので、ご了承ください。
※８月は12日(木)、13日(金)が休診となります。

【お問合せ】一部事務組合下北医療センター 佐井歯科診療所 ☎３８－２２６１

下記の日程で、赤十字血液センターによる献血が行われます。
現在、全国的に輸血に必要な血液が不足しております。一人でも多くの方を助けるために皆様の献血
が必要となりますので、ご協力方よろしくお願いいたします。

日 時：令和３年８月１６日(月) １０：００～１６：００
場 所：大間町役場前（午前） １０：００～１２：００

大間病院前（午後） １３：３０～１６：００
その他：大間ライオンズクラブから、献血にご協力いただいた方へ卵のプレゼントがあります！

また、青森県赤十字血液センターから、サービスとして血液検査の結果もお届けされます。
健康管理にお役立てください！

《注意》
①当日は朝食や昼食を摂ってきてください。
②服薬中の方は、お薬の名前が分かるものをご持参ください。
③コロナウイルスワクチン接種後48時間は献血できません。




毎年、８月のお盆の時期にトイレのくみ
取りの作業依頼が集中し、し尿処理施設の
機器への負担が生じ安定的なし尿処理が出
来ない状況が発生するおそれがあります。
お住まいの地域の担当の事業者様に事前に
ご相談いただき、くみ取り作業が集中しな
いよう御協力願います。
⬘ 下北地域広域行政事務組合

廃棄物施設課 ☎３３－８８５１


事前に地域県民局長の承認を得ないで、灯油や重油など
を混ぜた不正軽油の製造、販売及び使用等を行うことは脱
税行為であり、罰則として、10年以下の懲役や３億円以下
の罰金などに処せられます。
不正軽油に関する情報がありましたら、ご連絡ください。
・不審な施設にタンクローリーが頻繁に出入りしている。
・自動車の燃料に灯油や重油を使用している。
⬘ 下北地域県民局県税部 課税課
☎２２―８５８１（内線２０７）
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８月28日(土)・東京都で「青森県Ｕ・Ｉターン×交流フェア」を開催します。
青森県へのＵターンや移住を検討されている方のために個別相談会やセミナー、トークイベント等を
実施する県主催のイベントに大間町も出展し、相談をお受けします。
首都圏在住のご家族やご友人などにぜひ参加をおすすめくださいますようお願いいたします。

詳しくはこちらのＱＲコードから→
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）


１ 振込口座の変更届出について
高額療養費等の給付申請の際に届出した振込口座に変更（解約・金融機関の店舗統廃合等）があったと
きは、必ず役場 健康づくり推進課へ届出してください。
※届出がないと、振り込みができなくなりますので、お早めの届出をお願いします。
２ 交通事故等にあったとき
交通事故や暴力等、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を受け
たときは、必ず役場 健康づくり推進課へ届出してください。また、自損事故や、業務中の事故で労災が
適用されない場合も届出が必要です。
詳細については、役場 健康づくり推進課または青森県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせく
ださい。
３ パンフレット「いきいき健康づくりのために」の活用について
青森県後期高齢者医療広域連合では、被保険者のみなさんの日頃の健康管理にご活用いただくため、
パンフレット「いきいき健康づくりのために」を作成し、8月１日からご使用いただく被保険者証の送付
時に同封しました。どうぞお役立てください。

⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）
青森県後期高齢者医療広域連合 ☎０１７－７２１－３８２１

海峡保養センター ☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時
養老センター ☎３７－２４１１
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
３日、10日、17日、24日、31日

（毎週火曜日）
＊各施設の指定された駐車場に駐車してく
ださい。

  
受付期間：令和３年７月１日(木)～９月６日(月)
試 験 日：１次 令和３年９月18日(土)

２次 令和３年10月14日(木)
資格年齢：18歳以上33歳未満
入隊時期：令和４年３月下旬～４月上旬
※細部については下記事務所にお問い合わせください。
※入隊時期については、上記の他に設定する場合があります。
入隊先(陸・海・空自衛隊)により、時期が異なります。
⬘ むつ地域事務所 ☎ ２２－７４８４


個人事業税は、一定の事業を営む個人の方に課される県の税金です。原則として、前年の不動産所得

及び事業所得から必要経費と各種控除額を引いた額に対して課税されます。対象者には８月と11月に金
融機関やコンビニエンスストアで納付できる納税通知書を送付します。
また、口座振替もご利用いただけますので、各取扱金融機関でお申し込みください。詳細は、県税ホー

ムページをご覧ください。
⬘ 下北地域県民局県税部 課税課 ☎２２－８５８１（内線２０７）
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「高校生模擬議会グループワーク」に参加しました
先月、大間高校で一年生の「高校生模擬議会グループ

ワーク」に参加しました。「高校生模擬議会」は県内高等
学校を対象に、グループワークや政策提案等を通じて、政
治や選挙に対する関心を高めているため、平成28年度か
ら実施しています。グループワークは各高等学校におい
て、模擬議会は青森県庁において実施し、参加校の代表グ
ループには、県議会議員に対し、意見発表を行っています。
私は、大間高校のグループワークには、去年から参加しま
した。
今回は「青森県の活性化策」をテーマに、大間町の「人口」「農林水産業」「観光業」「健康」の4つ

の分野を中心に41人の学生がグループワークショップを行いました。一年生は初めてワークショッ
プに参加する学生が多いですが、皆さんとても素晴らしかったです。学生たちの考え方は斬新だっ
たので、逆に手伝いに行った私たちが勉強になりました。このワークショップのテーマは高校生た
ちの政治や選挙に対する関心を高めるものですが、自分から見ると、これだけではなく、高校生た
ちの協働力、コミュニケーション力、傾聴力の向上にもつながっていると思います。同じグループ
の仲間と大間町の課題について話し合ったり、他の人の意見を聞いたり、みんなで解決策をまとめ
ていくことが、すごくいい勉強になると思います。そして、今回の高校生たちの提案の結果を楽し
みにしています。高校生たちにも今回の模擬議会を通じて自分の住んでいる町をもっと知ることが
できるように望んでいます。もし、今回の提案の中で私に何かできることがあれば、いつでも声掛
けてくださいね。応援しています。 許 文茜


私はアメリカで生まれましたが、私のお父さんはガーナ出身です。私がよく書く記事はアメリカ

と日本の国際交流についてですが、今回はガーナと日本の国際交流について調べてみました。
毎年11月の文化の日に合わせて、在ガーナ日本国大使館ではジャパンウィークという一週間の日

本の文化祭を開催します。ガーナ国民が日本のスポーツや芸術を体験し味わいます。祭りの大きい
行事は柔道大会と空手大会とよさこい祭りです。
「よさこい」と言ったら私は大間町のブルーマリンフェスティバルのよさこいソーランを思い浮

かべますから、日本の祭りの時期にこの行事を紹介したいと思います。
ガーナの首都のアクラ市に、たくさんの学校のよさこいチームが集まり発表をします。よさこい

だけではなく、ヒップホップダンスや伝統的なアフリカのダンスもあります。誰でも参加できる盆
踊りもありますから、本当に日本の夏祭りみたいな行事です。
世界のコロナ事情により、今年も夏祭りには行けませんが、私は大間の祭りを見る代わりにイン

ターネットでガーナのよさこいを見ました。みなさんも興味があれば、ガーナだけではなくイギリ
スやオーストラリアのよさこいもネットで見ることができますよ。
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令和３年６月末現在( )前月比


人 口 男 女 世 帯 数

総数 5,006(－ 8) 2,558(－ 2) 2,448(－ 6) 2,495(＋ 3)

大間 3,926(－ 7) 2,026(－ 3) 1,900(－ 4) 1,963(＋ 2)

奥戸 932(－ 2) 449(± 0) 483(－ 2) 456(± 0)

材木 148(＋ 1) 83(＋ 1) 65(± 0) 76(＋ 1)

個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

６月届出分６月届出分

＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

ひとり言の編集室

今年も夏がやってきましたね。新型コロナウイルス
感染防止のため、イベント等は中止が相次いでいるた
め、海水浴やＢＢＱなど、屋外にいることが多くなる
と思います。
帽子や冷やしタオルなどを着用し、こまめな水分補

給を心掛けましょう。
熱中症に気を付けながら、新型コロナウイルス対策

をしっかり行い、夏を楽しみましょう！ ○平

保護者 山本 昌平さん・潮さん（大間町）
兄弟３人、仲良く逞しく育ってね！




わが家の

佐々木絢千
あやせ

くん（翔大さん）

今月はありません

伊藤 裕司さん47歳（大間平）
武内幸三郎さん87歳（根田内）
阿部 和子さん91歳（狼丁）
若山 寅一さん83歳（大間平）
金澤 秀彦さん68歳（館ノ上）
小野いほ子さん84歳（奥戸村）

（上） 煌龍
き り ゅ う

くん(４歳10ヵ月）

（右） 眞叶
ま な と

くん(３歳）

（左） 七聖
な な せ

くん(１歳２ヵ月）


